
議第１号 

 

令和７年度寒河江市一般会計補正予算（第１１号）説明書 

 

このたびの補正予算は、国の交付金等を活用し、全市民を対象とした地域商品

券の発行等の物価高騰対策を実施するため、物価高騰対策地域商品券事業費の計

上等を行うものです。 

その結果、歳入歳出それぞれ５億８，０９２万６千円を追加し、予算総額を 

２６０億６，３３８万８千円とするものです。 

 以下、その大要について御説明申しあげます。 

歳出予算については、 

第２款総務費は、湯量が低下している新寒河江温泉源泉について、新たな源泉

の掘削候補地に係る調査を実施するため、新寒河江温泉管理事業費３，６７４千

円を追加するとともに、来月投開票の実施が見込まれる衆議院議員総選挙に対応

するため、衆議院議員総選挙費２，１９４万２千円を計上するものです。 

第３款民生費は、国の物価高対応子育て応援手当支給事業補助金を活用し、児

童手当受給者に対し対象児童１人につき２万円を支給するため、物価高対応子育

て応援手当支給事業費１億２，３５７万５千円を計上するのが主なものです。 

第７款商工費は、食料品等の購入に使用できる市民１人につき１万円分の地域

商品券を交付し生活支援を行うため、物価高騰対策地域商品券事業費 

４億２，８１３万５千円を計上するものです。 

これらの歳出予算に対する歳入については、 

国庫支出金４億９，６５２万円、県支出金６，１０４万４千円、 

繰越金２，３３６万２千円を追加し対応することとしました。 

 第２表繰越明許費補正については、年度内完了が困難である物価高対応子育て



応援手当支給事業及び物価高騰対策地域商品券事業を追加するものです。 

 以上、補正予算の大要について御説明申しあげましたが、よろしく御審議のう

え御可決くださるようお願い申しあげます。 

 


